
外部評価における部会の役割と進め方

(1)選定した各施策を重点的に審議するため、以下の領域別に分けた部会を設置し、選定した施策
を重点的に審議する

(2)部会を構成する委員は、学識経験者２名と市民公募委員２名の計４名の体制で行う

(3)部会の審議終了後、意見をとりまとめ、全体会に報告する（進行は学識経験者）

① 関係局によるプレゼンテーション（10分）

② 関係局との質疑応答（20分程度）

③ 評価対象施策の審議終了後、意見を
まとめる（15～30分程度）

※ 点線 内を評価対象施策ごとに繰り返す

部会の流れ

部会１
学識2名
市民2名

全体会
で総括

部会２
学識2名
市民2名

部会３
学識2名
市民2名

部会（対象施策７３） 領域別施策数 分野別施策数

第１部会 ⇒対象施策２２
（子育て・教育・福祉部会）

社会福祉（１６）
子育て・教育（６）

福祉（１２）、子ども（４）
教育（６）

第２部会 ⇒対象施策２７
（まちづくり部会）

まちづくり（２７）
防災・安全（７）、基盤（４）
環境（８）、拠点（４）、交通（４）

第３部会 ⇒対象施策２４
（自治・文化・経済部会）

自治・文化（１０）
産業・経済等（１４）

産業・経済（１２）、労働（２）
スポーツ文化（５）、自治（５）
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※学識経験者のうち
１人が部会を進行

※関係局による

プレゼン

※部会実施のイメージ

部会の領域別・分野別

 市民目線や専門的知識を
活かしつつ、横断的かつ
中立的な視点による評価

評価の視点

 内部評価結果の妥当性

⇒内部評価結果が説明責任
を果たしているか

 施策の方向性

⇒成果指標の達成状況
施策の推進方法

取組の周知・ＰＲ方法 など

評価項目

評価対象施策の意見をまとめ全体会に報告

※各部会における施策一覧は参考資料１を参照

資料２


